


これから父親になる、または
子育て期のパパへ

は じ め に

「子育てする父親がかっこいい」そんな時代になりました。

父親向けの育児雑誌が創刊されたり、

メディアでも子育てを楽しむパパが取り上げられるようになりました。

街でベビーカーを押すパパ、公園で子どもを遊ばせるパパ、

出産に立ち会うパパも、珍しくありません。

仕事も子育ても、どちらも充実させたい、どちらも楽しみたい、

そんな価値観を持ったパパたちが増えています。

このハンドブックは、そうした先輩パパたちの経験をもとに、仕事と子育てを両立させ、

相乗効果を生み出すためのヒントをまとめました。

夫婦で一緒に読んで、話し合いをするきっかけにしていただければと思います。

「働き盛り」と「子育て盛り」の時期は、同時進行。

今しかできないこと、今だからこそできることがたくさんあります。

あなたらしく、子育て期のワーク・ライフ・バランスをデザインしてみてください。



●子どもは、パパとママの愛情を受けて健やかに育つことができる
●パパとママの良い関係は、親と子どもの良い関係が築かれるベースになる

子どもに
とって

先輩パパたちの実感

パ
と
マ
マ
が
仲
良
し
か

ど
う
か
子
ど
も
は
敏
感

に
感
じ
て
い
る
。
パ
パ
と
マ
マ

が
仲
良
し
だ
と
、
子
ど
も
の
心

も
安
定
す
る
と
思
う

（
会
社
員
38
歳
／
子
ど
も
6
歳
、
3
歳
）

育
所
の
送
り
迎
え
で
、

パ
パ
友
が
で
き
た
。
親

同
士
が
仲
良
し
だ
と
、
子
ど
も

同
士
も
仲
良
く
な
る

（
会
社
員
41
歳
／
子
ど
も
6
歳
、
2
歳
）

ど
も
た
ち
と
の
時
間
を

大
切
に
し
て
き
た
の

で
、
娘
の
思
春
期
の
パ
パ
嫌
い

も
な
か
っ
た

（
会
社
員
46
歳
／
子
ど
も
18
歳
、
13
歳
、

11
歳
）

パ
と
マ
マ
の
得
意
分
野

で
子
ど
も
を
遊
ば
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
子
ど
も

の
遊
び
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
増

え
る

（
会
社
員
35
歳
／
子
ど
も
5
歳
、
2
歳
）

児
休
業
取
得
で
、
上
の

子
の
フ
ォ
ロ
ー
が
で
き

た
。
赤
ち
ゃ
ん
返
り
も
な
く
、

パ
パ
に
甘
え
て
く
れ
る

（
会
社
員
30
歳
／
子
ど
も
1
歳
、
0
歳
）

パパが子育てに関わると、
子どもの健やかな
成長・発達にプラス

子パ パ

育

保



●ママが一人で育児の不安やストレスを抱え込むことがなくなる
●ママに偏る家事・育児負担を解消することができ、ママに余裕ができる
●ママに余裕ができれば、夫婦関係ももっと良くなる
●ママも仕事を続けやすくなる

ママに
とって

先輩ママの声

が
育
児
休
業
取
得
で
、

家
事
・
育
児
を
体
験
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
大
変
さ
を

わ
か
っ
て
く
れ
て
い
る
。
仕
事

で
遅
く
な
っ
て
も
、
家
事
を
手

伝
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
感
謝

（
主
婦
36
歳
／
子
ど
も
3
歳
、
1
歳
）

が
家
事
・
育
児
を
分
担

し
て
く
れ
な
か
っ
た

ら
、
私
の
仕
事
と
家
庭
の
両
立

も
難
し
か
っ
た
と
思
う

（
会
社
員
34
歳
／
子
ど
も
5
歳
、
1
歳
）

ぼ
同
等
の
家
事
・
育
児

分
担
で
、
10
年
以
上
。

綱
渡
り
の
日
々
だ
け
ど
、
二
人

三
脚
で
夫
婦
の
信
頼
関
係
が
深

ま
っ
た
と
思
う

（
会
社
員
43
歳
／
子
ど
も
12
歳
、
10
歳
）

男
の
中
学
・
高
校
の
反

抗
期
に
も
、
父
親
に
は

い
ろ
い
ろ
な
相
談
を
し
て
い
た

よ
う
な
の
で
、
母
親
が
一
人
で

手
を
焼
く
こ
と
な
く
済
ん
だ

（
会
社
員
52
歳
／
子
ど
も
20
歳
、
17
歳
）

育
て
に
つ
い
て
同
レ
ベ

ル
で
話
が
で
き
る
の

で
、
自
分
一
人
で
抱
え
込
ま
ず

に
済
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
何
よ

り
感
謝
す
べ
き
こ
と

（
会
社
員
39
歳
／
子
ど
も
6
歳
、
2
歳
）

パパが子育てに関わると、
ママも助かる

ほ

夫

子夫長



先輩パパたちのワクワク体験

ち
ゃ
ん
を
抱
っ
こ
す
る

と
ぷ
よ
ぷ
よ
し
て
い
て

気
持
ち
が
良
い
。
ジ
ー
ン
と
幸

せ
（
会
社
員
30
歳
／
子
ど
も
1
歳
、
0
歳
）

パ
の
育
児
休
業
で
上
の

子
た
ち
が
大
は
し
ゃ

ぎ
。
娘
2
人
と
手
を
つ
な
い
で

歩
い
て
い
る
と
、
人
間
ら
し
い

何
か
を
取
り
戻
し
た
気
が
し
た

（
会
社
員
33
歳
／
子
ど
も
10
歳
、
7
歳
、

5
歳
、
1
歳
）

育
所
の
送
り
の
時
間

は
、
長
男
と
の
お
し
ゃ

べ
り
タ
イ
ム
。
朝
の
こ
の
ひ
と

時
は
、「
癒
し
」
の
時
間
で
あ

り
、
仕
事
の
パ
ワ
ー
に
な
る

（
会
社
員
36
歳
／
子
ど
も
3
歳
、
0
歳
）

み
の
日
に
、
マ
マ
が
下

の
子
の
世
話
を
し
て
い

る
間
、
上
の
子
を
連
れ
て
ち
ょ

っ
と
遠
出
を
し
た
り
す
る
こ
と

も
。
娘
を
独
占
で
き
る
幸
せ
を

感
じ
る

（
会
社
員
28
歳
／
子
ど
も
3
歳
、
1
歳
）

育
所
で
娘
が
「
今
日
の

お
迎
え
は
パ
パ
？
」
と

聞
い
て
く
れ
る
そ
う
で
、
お
迎

え
の
当
番
の
日
は
朝
か
ら
ワ
ク

ワ
ク
、
仕
事
に
も
気
合
い
が
入

る（
会
社
員
35
歳
／
子
ど
も
1
歳
）

子どもがいると、
こんなに楽しい！

保赤休

パ

保



●時間意識が高まり、仕事の生産性が向上する
●休暇取得などに備えて、チーム内での情報の共有化や、仕事の可視化などに気を配るようになる
●職場のメンバーの理解や支援を得るために、チームワーク、相互支援に対する意識が高まる
●子育てを通じて視野が広がり、新たなアイデアや企画力が磨かれる
●計算通りにいかない子育ての経験を通じて、状況判断力、瞬発力、危機管理能力が向上する

企業人
としての
あなたに
とって

先輩パパたちの働き方ブラッシュアップ体験

児
休
業
取
得
に
あ
た
っ

て
、
チ
ー
ム
内
で
の
情

報
の
共
有
化
や
、「
自
分
し
か

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
仕
事
を

作
ら
な
い
こ
と
が
重
要
だ
と
実

感
し
た

（
会
社
員
30
歳
／
子
ど
も
1
歳
、
0
歳
）

頃
か
ら
職
場
の
メ
ン
バ

ー
と
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

を
心
掛
け
、
他
の
人
の
応
援
も

す
る
よ
う
に
し
て
い
る

（
会
社
員
41
歳
／
子
ど
も
6
歳
、
2
歳
）

育
所
の
送
り
迎
え
な
ど

「
時
間
の
制
約
」
が
あ

る
の
で
、
仕
事
の
段
取
り
や
ス

ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
を
工
夫
す
る

よ
う
に
な
っ
た

（
会
社
員
40
歳
／
子
ど
も
6
歳
、
2
歳
）

育
て
は
ハ
プ
ニ
ン
グ
の

連
続
。
状
況
判
断
力
、

瞬
発
力
、
危
機
管
理
能
力
、
柔

軟
性
を
身
に
付
け
る
に
は
、
ど

ん
な
研
修
よ
り
効
果
的

（
会
社
員
33
歳
／
子
ど
も
10
歳
、
7
歳
、

5
歳
、
1
歳
）

子育ては、
仕事にもメリット！

育
て
を
通
じ
て
視
野
や

活
動
範
囲
が
広
が
っ

た
。
そ
れ
が
仕
事
の
ア
イ
デ
ア

や
企
画
に
つ
な
が
っ
て
い
る

（
会
社
員
43
歳
／
子
ど
も
12
歳
、
10
歳
）

日育保

子子



先輩パパたちの体験

童
保
育
の
事
務
局
長
を

2
年
間
や
っ
て
、
自
分

の
住
む
地
域
と
の
関
わ
り
が
増

え
た
。
地
元
で
た
く
さ
ん
挨
拶

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
会
社
員
44
歳
／
子
ど
も
12
歳
、
8
歳
）

元
に
子
ど
も
関
係
の
友

達
や
知
り
合
い
が
た
く

さ
ん
い
る
。
定
年
退
職
後
も
、

「
仕
事
以
外
に
人
脈
が
な
い
」
と

い
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
そ
う
だ

（
会
社
員
45
歳
／
子
ど
も
15
歳
、
12
歳
、

8
歳
）

育
所
の
パ
パ
友
と
、
バ

ー
ベ
キ
ュ
ー
と
か
キ
ャ

ン
プ
の
企
画
と
か
し
て
、
家
族

ぐ
る
み
で
楽
し
ん
で
い
る

（
会
社
員
43
歳
／
子
ど
も
6
歳
、
3
歳
）

子育てを通じて、
人脈や活動範囲が広がる

●子育てを通じて、自分の住む地域に友達やネットワークができる
●自分の住む地域での活動範囲が広がり、自分自身の拠り所が増える

あなた自身の
生活や人生に
とって

仕事も子育ても楽しもう！
子育てに関わることは、こんなにメリットがいっぱい。

なのに、仕事の事情で現実には子どもと関わる時間を十分にとれないという方も多いかもしれません。

そんなあなたは、是非このハンドブックをご一読。

仕事も子育ても楽しむライフスタイルを見つけ出してください。

学保

地



はじめに（これから父親になる、または子育て期のパパへ）
パパが子育てに関わると、子どもの健やかな成長・発達にプラス
パパが子育てに関わると、ママも助かる
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本章ではまず初めに、妊娠期から子どもの就学時まで、父親の役割について概観します。

妊娠中の母体には、お腹の赤ちゃんの発育に応じていろいろな変化が起こっています。妊娠中

の妻が楽しい気持ちで毎日を過ごせるようにすると、お腹の赤ちゃんにも良い影響があります。

8

妊娠・出産・子育て期の

父親の役割Ⅰ
1．オメデタです！ 妊娠中、父親は何ができる？

妊娠中



Ⅰ
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
期
の
父
親
の
役
割

9

○妻の妊娠を喜び、お腹の赤ちゃんに関心を持つ

・妊婦健診の結果を気遣ったり、母子健康手帳やエコー（超音波）写真

などを見て、妻と一緒にお腹の赤ちゃんの変化や成長を共有しましょう。

・妻と一緒に、赤ちゃんの名前の候補を考えたり、お腹をさわったり、赤ちゃんに話しかけ

たりしてあげてください。

○妊娠・出産について、情報収集・勉強する

（父親が情報収集・勉強などをすると母親もとても安心し、夫婦間で相談しやすくなり、出

産・育児もスムーズに行うことができます）

・両親学級には是非参加しましょう。

・「父子手帳」を入手しましょう（独自に作成している自治体も増えてきました）。

○妻の体調変化を気遣って、家事や身の回りのことなど、できるだけ手伝う

・できるだけ早く帰りましょう。

・妊婦健診に付き添う時間も是非作りましょう。

・場合によっては、家事援助サービスなどの利用も検討しましょう。

○妻の精神的なサポートをする

・妻の話をよく聞いてあげましょう。

・妻の気分転換の機会を作りましょう。

○妻とお腹の赤ちゃんの健康管理に配慮する

・生活リズムを整えられるよう気遣いましょう。

・妻の食事（栄養素やエネルギー）、睡眠、体重コントロールなどにも気遣いましょう。

・妻が、お酒やタバコ（※）などを摂取しないように気を配りましょう。また常備薬など薬

を使用する場合は、医師に相談しましょう。

※妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙は、乳幼児突然死症候群（SIDS）と関係することが知られてい

ます。父親など周囲の人も、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙をやめましょう。

・感染症予防など、父親の健康管理にも気を付けなければなりません。

○上の子がいる場合は、上の子のフォローをする

・母親の変化を伝え、弟か妹が生まれることを共有しましょう。

○いつでも妻と連絡が取れるようにしておく

（妊娠中は、いつ何があるかわかりません）

妊娠中の全期間を通じて父親が注意すること

コ ラ ム
マタニティマーク
マタニティマークを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。
妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにも、とても大切な
時期です。しかし、外見からは見分けがつかないため、「電車で席に座れない」、「たばこの煙が気
になる」など妊婦さんにはさまざまな苦労があります。
国民運動計画「健やか親子21」推進検討会において、妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保を目指し、

「マタニティマーク」を発表しました。マークは、妊婦さんが交通機関等を利用する際に身に付け、周囲に妊婦で
あることを示しやすくするものです。また、交通機関、職場、飲食店等が、呼びかけ文を添えてポスターなどとし
て掲示し、妊産婦さんにやさしい環境づくりを推進するものです。
マタニティマークのデザインは、厚生労働省ホームページからダウンロードして自由に使うことができます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0301-1.html#betten2



お産の進行は十人十色。お産の始まりも経過も、かかる時間も人によって異なります。でも、

平均的なお産の経過を知って、見通しを持つことは大切です。

10

2．いよいよ生まれる！ その時、父親は？

分娩施設について
コ ラ ム

妊娠がわかったら、出産を希望する地域の分娩施設の情報収集をしましょう。分娩施設としては、「病院」「診療
所」「助産所」があります。
お産を扱う施設が減少している地域もあります。できるだけ早く分娩施設を探して、安心して出産に臨めるよう
にする必要があります。特に、里帰り出産を予定している場合は、早めに探すようにしましょう。

出産
※病院での出産の場合の例
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覚 え 書 き1医療機関の情報

覚 え 書 き2妊娠・出産スケジュール



ゆっくり、ゆったりを心がけるのが育児のコツです。子どもの成長・発達は個人差が大きい

もの。家族が一緒にいて「楽しい」と思えることが一番です。

12

3．いよいよ始まる子育てライフ。子育てを楽しもう！

産後～8週間

覚 え 書 き3わが子の記録
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0歳



14

1歳～就学まで

月齢・年齢別で見る起こりやすい事故参 考
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家事・育児の種類参 考

●赤ちゃんの頃

■□沐浴
もくよく

■□オムツ交換　　　　　　　　■□ミルク、離乳食

■□寝かし付け　　　　　　　　■□着替え　　　　　　　　　　■□あやす、遊ぶ

●幼児期以降

■□一緒にお風呂　　　　　　　■□一緒に食事　　　　　　　　■□寝かし付け

■□一緒に遊ぶ　　　　　　　　■□子どもの送迎、移動　　　　■□子ども関係の行事参加

■□子どもの傷病時の対応　　　■□話を聞く、話をする　　　　■□理解を示す

■□叱る・ほめる　　　　　　　■□悩み相談、アドバイス　　　■□勉強を教える

■□食事作り　　　　　　　　　■□お弁当作り　　　　　　　　■□食事の後片付け

■□片付け、整理・整頓　　　　■□掃除　　　　　　　　　　　■□洗濯

■□アイロンかけ　　　　　　　■□ゴミ出し　　　　　　　　　■□買い物

■□住居のメンテナンス

育児

家事

○子どもの成長・発達について他の子と比較したりして過敏にならない

（子どもの成長・発達には個人差があります）

・子どもの成長や発達に関して気にしすぎないように配慮することが大切です。

○月齢や年齢に応じた子どもの安全の確保、健康管理に気を付ける

○乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）に気を付ける

・赤ちゃんや小さな子どもは、激しく揺さぶられたり、たたかれたりするような大きな衝撃

を与えられると、身体（特に脳や視神経）が損傷を受け、重大な障害が残ったり死亡する

こともあります。絶対にしないでください。

○月齢や年齢に応じた遊びやしつけをする、基本的な生活習慣を身に付ける

○お稽古事や学習塾など、子どもの個性や気持ちをよく考える

・妻と十分に話し合いましょう。

・子どもが意思表示できるようになったら、子どもの気持ちもよく聞きましょう。

○妻と話し合って、家事・育児を分担する

（やっているつもりでも、妻から見たらまだまだということも…）

・お互いの得意分野や生活時間・仕事時間を考えて、柔軟に考えましょう。

→下表「参考：家事・育児の種類」を参照

○妻の精神的なサポートをする

・子育てについて、日頃から妻と話をしましょう。

子育て期全般を通じて父親が注意すること
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覚 え 書 き4主な子育て行事スケジュール
（わかる範囲で記入しておきましょう）



妊娠・出産・子育てを通じて、夫婦で話し合って、チームプレーでやっていくことが基本。

とはいえ、いろいろな人の力を借りたり、公的サービスをうまく活用することも必要です。

子育ては、「抱え込まない」「閉じこもらない」がポイントです。

子育ての応援、悩み相談など最も頼りにできる存在です。

家族で一緒に遊んだり、何かの時に助け合ったり、不安や悩みを共有したり、子育てを楽し

むための貴重な存在です。また、近隣の地域の子育てサークルや子育てひろばなどへ参加すれ

ば、子育てに関する情報交換ができます。

ベビーシッター、ファミリー・サポート・センター、民間の互助活動（地域の子育て支援グ

ループやボランティア団体など）など、仕事や趣味、ちょっとゆっくりしたい時など、日常的

に利用できる機関があると安心です。特に共働きの場合は、近隣に病児・病後児保育を行って

いる施設があるかどうかも、確認しておきましょう。→【情報編】Ⅳ参照

先生たちは、子どものことをよくわかっているし、成長を一緒に喜んでくれます。保護者の

相談にのったり、アドバイスをしてくれたり、とても頼れる存在です。

子どもの成長や発育に関する不安、病気や心の問題、親としての不安や悩みなど、いろいろ

あると思います。公的機関、民間組織など、いろいろな相談機関があります。→【情報編】Ⅴ参照

A祖父母や兄弟姉妹の力を借りる

A近所に「パパ友・ママ友」を増やす

A保育所・幼稚園と一緒に子育て

A必要な時に子育てサポートをしてくれる機関を利用する

A周囲の人に相談しにくい不安や悩みは、専門の相談機関を利用する
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4．子育てを抱え込まない ～周囲の力をうまく借りよう

覚 え 書 き5子育て支援機関



仕事との兼ね合いや調整をどうつけるべきか、いろいろ迷うところもあると思います。妻と

話し合って、会社の制度を上手に活用したり、お互いの時間管理や仕事のやり方を工夫するこ

とが必要です。

下図は、法律で定められた両立支援の施策です。法律を上回る内容の取り決めをしている会社

もありますので、夫婦それぞれの会社の制度がどうなっているかも、再確認しておいてください。

育児休業の取得については第Ⅲ章を、各種制度の説明は、【情報編】Ⅱを参照してください。

なお、平成21年6月に育児・介護休業法が改正されます。改正のポイントはP35をご参照

ください。

18

仕事の兼ね合いや調整を

どうつけるかⅡ
1．会社の制度を活用する

法律で定められた両立支援制度の概要

※1は、女性のみが対象の制度。
妊娠中は、健康診査のための時間を確保し、また、医師から指導を受けた場合は、勤務時間の短縮、
休業等の措置を講じるよう申し出ることができます。
産前休業は通常、出産予定日の6週間前から取得することが可能です（多胎妊娠の場合は14週間前
から）。また、産後休業は出産日の翌日から開始します。ただし、産後6週間を経過後に、女性本人
が請求し、医師が支障ないと認めた業務については就業可能となります。
※2、3は、配偶者が子を養育できる状態にある場合等は、労使協定の締結により対象から除外され
る場合があります。ただし、妻が専業主婦や産後休業中であっても、少なくとも産後8週間までは、
男性労働者も育児休業を取得することができます。
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覚 え 書 き6会社の子育て支援制度



仕事の進め方、時間管理を工夫することも重要です。

「先輩パパ」たちは、このように時間管理を工夫していました。

達成すべき目標に向けて、どこでどのくらいの時間をかけて、どんな業務を行うかというこ

とを常に意識して仕事を進めることが大切です。

今やらなければならない仕事、後でもよい仕事を分けて考えます。優先度の低い仕事は「や

らない」という割り切りも必要です。

必要に応じて業務分担を見直してもらうなど、仕事を上司・同僚・後輩・部下に任せられる

部分は任せる場面も出てくるでしょう。仕事を任せて、自分自身の時間を作り出すとともに、

部下・後輩の育成に努めることも大切です。

前日や朝の通勤時間に、今日やることをリストアップしたり段取りを考えておくと、出勤し

てすぐに仕事に取り組むことができます。

前倒しを意識して、仕事を進めておくと、急な用事や突発事項が起きた時も、あわてずに済

みます。

自分にしかわからない業務を抱えてしまうと、結局「自分がいなくては回らない」というこ

とになってしまいます。

いくら仕事を効率的に進めるといっても、仕事が片付かないことは誰でもあります。残業で

きる日には、集中的に仕事をして、メリハリをつけてやることも必要です。

今までの生活を見直して、朝は早起きして家族のために時間を作り、夜は仕事に打ち込むと

いう方法もあります。時間の作り方は、朝の時間の中にヒントがあるかもしれません。

A段取り、スケジューリングを細かく考える

A優先順位を考える

A上司や同僚、部下や後輩に任せるべきことは任せる

A出勤してすぐに仕事に取り組めるようにする

A前倒しを意識する

Aチーム内での情報共有に努め、自分にしかわからないという業務をできるだけ作らない

A残業する日には、集中的にやるべきことをやってしまう

A早起きして時間を作る

20

2．時間管理を工夫する



家庭の用事も、仕事の予定と同じくらい優先順位の高い事項として考えるくらいの姿勢が必

要です。仕事と家庭、すべてを計画の中に組み込んでしまうのです。

「先輩パパ」たちは、職場で自分の置かれている状況を理解してくれる人を増やしていって、

周囲の理解を得ていました。

子育て中という自分の状況を職場に周知し、理解を求めている人、「保育所のお迎え」など

の子育てに関わる予定をオープンにしている人など、それぞれです。

どのようなやり方が良いかは職場にもよると思いますが、周囲の理解を得られるような工夫

を考えてみてください。

早く帰ったり休んだりしても仕事に支障がないように、仕事の段取りを整えることが重要で

す。抜け・もれがなく着実な仕事ぶりで周囲に安心感を与えることができれば、あなたの支援

者、理解者は増えていくはずです。

日頃からチーム内で助け合うなど、信頼関係を築いておくことも大切です。これからの時代、

子育てに限らず、家族の介護や自分自身の健康、仕事以外の活動など、お互いのワーク・ライ

フ・バランスを尊重していく姿勢が何よりも大切になります。

自分の仕事の目標達成ができるよう、時間当たりの生産性を高める努力をすることが大切で

す。

A職場で自分の状況をオープンにする

A仕事に支障がないよう段取りを上手に整える

A日頃からお互いさまの信頼関係を築いておく

A時間当たりの生産性を高める努力をする

A仕事と家庭のすべてを計画の中に組み込む
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3．支援者、理解者を増やす



近年、「男性の育児休業」が注目されるようになりました。育児休業とはどのような制度な

のでしょうか？

育児・介護休業法については【情報編】Ⅱを、経済的支援については【情報編】Ⅲを参照し

てください。

なお、急速に進行する少子化を踏まえ、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより

一層推進するため、育児・介護休業法が改正されます。公布の日（平成21年7月1日）から1

年以内の政令で定める日から施行されます。育児・介護休業法の改正ポイントはP35をご参

照下さい。

●性別を問わず、育児休業は誰でも取得できる

育児休業は、女性だけでなく、男性も当然取得できます。育児・介護休業法では、「子が1

歳に達するまでの間（子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳

6か月に達するまで）、育児休業をすることができる」と定められています。「一定の場合」と

は、「保育所への入所を希望し、申込をしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だ

ったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」をいいます。会社に制度がな

くても、要件を満たした社員が申し出た場合、会社はこれを拒否することができません。申し

出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面を提出して行います。

なお、企業によっては、「子どもが満3歳に達するまで取得できる」など、法律を上回る内

容の制度を定めていることもあります。あなたの会社の制度がどうなっているか確認してみて

ください。

●妻が専業主婦の場合や、妻が産後休業中でも、産後8週間までは夫も取得できる

労使協定を締結して、妻が専業主婦の場合や妻の育児休業中は育児休業の対象としないと定

めている場合があります。ただし、協定があっても、産後8週間までは取得できます。

この「労使協定による専業主婦（夫）除外規定」は育児・介護休業法の改正により廃止され

ることとなっており、その他にも男性が子育てをできる働き方ができるような制度が設けられ

ることとなっています。詳細はP36をご参照下さい。

●休業中は、各種経済的支援がある

育児休業およびそれに準ずる休業（以下「育児休業等」）により無給になった場合でも、育

児休業給付金などの所得補償や、社会保険料の免除などの経済的支援があります。または自治

体から奨励金の支給があったり、会社から支援金が支給されるケースなどもありますので、確

認してみてください。

1年の大半を育児休業し、年収が103万円以下になる場合、配偶者の扶養控除対象者とす

ることができます（育児休業給付金は、税法上では収入とみなされません）。

22

どうする？

父親の育児休業Ⅲ
1．育児休業ってどんな制度？



父親が育児休業を取得する場合、どのようなタイミングで、どのくらいの期間取るか、それ

ぞれの家庭の事情や、会社の制度等を勘案して検討する必要があります。

「なぜ、育児休業を取得したいのか」「どんなふうに妻をサポートできるのか」など、夫婦で

話し合ってみてください。

それでは、「先輩パパ」の育児休業取得の仕方について、見てみましょう。

動機

・「できるだけ早く復職したい」という妻の希望

・本人の「育児を経験してみたい」という気持ち

期間・タイミング

第1子：妻が4か月の育児休業取得後、夫が2か月の育児休業

Ⅲ
ど
う
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？
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2．どんなタイミングで、どのくらいの期間取る？

パ タ ー ン 1

妻の産後8週のうちに育児休業取得

動機

・出産直後の妻をサポートするため（家事や上の子の世話を中心に）

期間・タイミング

第4子：出産直後から、夫が8週間の育児休業取得

パ タ ー ン 2

妻と交互に育児休業取得



「先輩パパ」たちが、育児休業を取得して良かったと感じた点について見てみましょう。

●育児に集中的に関わる時間を持つことにより、赤ちゃんのことがよくわかるようになる

赤ちゃんが何で泣いているのか、何を求めているのか、よくわかるようになります。生後直

後から、育児に集中的に関わる期間を持つことは、これから始まる子育て生活のベースにもな

っているようです。

24

3．父親の育児休業の効果

パ タ ー ン 3

妻と同時に育児休業取得

動機

・妻のすすめと本人の「育児を経験してみたい」という気持ち

期間・タイミング

第1子：妻の育児休業取得中、夫も3か月半の育児休業取得

パ タ ー ン 4

第1子の育児休業を、第2子の産前のタイミングに合わせて取得

※夫婦いずれの会社も、配偶者が育児休業中でも取得可能な会社のケース

※子が満3歳まで育児休業取得可能な会社のケース

・子が満3歳まで育児休業を取得できる会社であれば、上の子が3歳未満の場合、次の子の産

前に合わせて上の子の育児休業を取得することも可能。

・出産時に「配偶者特別休暇」、産後に「育児短時間勤務」を活用できれば、育児休業を取得

しなくても、家事・育児をすることもできる。

会社の規定によっては、次のようなパターンも想定できます。



●育児について、妻の信頼を得ることができる

「赤ちゃんの世話を任せても大丈夫」という妻の信頼を得ることもできます。妻がいなくて

も、子連れで外出したり、一緒に遊んだり、自信をもって子どもと関わることができるように

なります。

●上の子のフォローをすることができる

赤ちゃんが生まれると、上の子は母親をとられたような気持ちがして、いわゆる「赤ちゃん

返り」など精神的に不安定になることがあります。そんなとき、父親がフォローしてあげるこ

とは大切です。

●妻の大変さを実感して、妻に優しくなる

「家事・育児の毎日」の大変さを経験して、専業主婦の妻に優しくなったという人もいます。

妻の大変さを実感しているので、育児休業後も、家事・育児を積極的に関わるようになります。

●育児休業を取得したこと自体が、妻の安心感と信頼につながる

たとえ短い期間しか取れないとしても、忙しい中、夫が育児休業を取ってくれたということ

自体が、妻の安心感と信頼を得ることにもつながっているようです。妻の身体の回復にとって

も、実質的なサポートになります。

●妻の早期復職を助ける

共働き夫婦の場合、妻が早期に復職できるようにするために育児休業を取得するなど、妻の

仕事を尊重する男性も増えています。

●仕事一筋のこれまでの生活を振り返るきっかけになる

一定期間、連続休暇を取り、子育てに関わることにより、「忘れていた何か」を取り戻した

という人が多いのは事実です。子どもと一緒の時間は、純粋に「幸せ」を感じる瞬間がたくさ

んあり、これまでの仕事や家庭生活を振り返るきっかけにもなっているようです。

育児休業取得にあたって、会社や職場の理解をどう得るかは、会社員にとっては大問題です。

どのように会社や職場の理解を得れば良いのでしょう。

「先輩パパ」たちは、こうした工夫をして理解を得ていました。

●事前準備を整えて、なるべく早めに上司に相談する

なるべく早めに上司に相談しましょう。相談の際は、次のような下調べや事前準備を整えて

臨みましょう。また、希望する日から育児休業を取得するためには、休業開始予定日から1か

月前までに申し出ることが必要です。

□国の定める育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、労働基準法について

□会社の制度について

□育児休業取得の手続きについて（いつまでに、誰に申し出ればよいか）

□社内の男性の育児休業取得例について
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4．会社や職場の理解をどう得るか

＜事前に下調べすること＞



□なぜ育児休業を取得したいのか

□育児休業取得が、自分の仕事や家庭生活にとってどのような意味を持つものなのか

□いつから、いつまで、どのくらいの期間取得したいのか

□現状の仕事の進捗状況や今後の見通し

●職場で「育児休業取得」を周知し、理解と協力を求める

職場の理解や支援を得られるようにすることが大切です。あなたが育児休業を取得すれば、

職場の誰かがそれを補うことになりますから、あなた自身が他のメンバーの手助けを進んで行

うことを心掛けることも大切です。自分の置かれている状況を理解し、支援してもらえるよう

な関係を作っていきたいものです。

●人事部や労働組合などに相談する

人事部や労働組合が相談に対応してくれるケースも多々あります。どうしても上司に言い出

しにくいという場合などは、人事部や労働組合などに相談してみてもよいでしょう。会社の状

況に応じて、是非、支援者を探してみてください。

●普段からの信頼関係や仕事の成果あってこそ

日頃から、職場のメンバーとコミュニケーションをとり信頼関係を築いている、他の人の手

助けも進んでやっている、そして仕事できっちり成果を上げているという状況があってこそ、

周囲の支援を得ることにつながります。普段からの仕事への取り組み方が大切です。

育児休業取得にあたっては、次のような点に留意しましょう。

●所定の手続きに沿って申し出る

「育児・介護休業法」では、育児休業開始予定日の1か月前まで、原則として書面で申し出

ることが必要です。会社の様式があれば、それに沿って「休業開始予定日および休業終了予定

日」を明らかにして、会社の申出先へ申し出ることが必要です。

●引き継ぎのために、業務を棚卸しし、可視化させる

育児休業取得に向けては、誰に何をどう引き継ぐのか、上司と相談しながら進めていきます。

引継書を作成するなど、関係者がわかるような状態にする必要があります。また、書類やデー

タを整理して、どこに何があるかわかるようにすることも必要です。

日頃から、チーム内で情報を共有したり、自分にしかわからないという仕事をなるべく作ら

ないようにしておくと、あわてることも少なくなるはずです。

●社内の関係部署に周知する

日常的にやりとりのある部門・部署をリストアップして、誰にどう伝える必要があるか、上

司と相談して行ってください。関連部署からの要請によって、チーム内での引き継ぎ内容が変

わってくることもあります。

26

5．育児休業取得が決まったら

＜自分自身で整理しておくこと＞※妻と話し合って整理することが必要

＜職場での留意点＞



●顧客や取引先に連絡・周知する

対外的な仕事をしている方も多いと思います。日々の業務で関係する顧客、取引先、その他

外部機関・関係者などをリストアップして、連絡・周知し、理解を得ておくことが重要です。

上司に同行してもらって、事情を説明するなど、丁寧な対応を要する場合もありますので、独

断で動かず、上司に相談して進めてください。

●妻から引き継ぎを受ける

妻とバトンタッチで育児休業を取得するというような場合、妻のニーズや子どもに関わる留

意点、これまで把握していなかった細かいノウハウや留意点を確認しておきましょう。

●双方の実家の理解を得る

世代間の考え方の違いが、育児休業取得の障壁になることもあります。双方の実家の理解を

得ることも大切です。

スムーズな職場復帰のためには、どうしたら良いでしょう。職場復帰と同時に、仕事と子育

ての両立が本格的に始まります。「先輩パパ」たちはこうした工夫をして理解を得ていました。

●育児休業中、職場の上司や仲間とコミュニケーションをとる

休業中、会社の情報から閉ざされてしまうのではないかという不安を軽減するために、職場

の上司や仲間と、メールのやりとりなどコミュニケーションをとるように心掛けましょう。会

社や職場の変化などについて教えてもらったり、自分の生活の様子を伝えたりすることによっ

て、お互いの距離感を小さくすることができます。

最近は、休業中の社員のための情報サイトを社内に導入したり、イントラネットで自宅から

社内情報にアクセスできるようにしている企業も増えてきました。

●お互いのワーク・ライフ・バランスについて、妻と十分に話し合っておく

育児休業から復帰後、お互いの仕事と生活のバランスについて、妻と十分に話し合うことが

必要です。お互いの置かれている状況や双方のニーズをすり合わせて、具体的なスケジュール

や方法論を考え、問題になりそうなこととその解決策を事前に想定しておくと、より安心です。

●相談できる人を社内に探す

育児休業から復帰後、なかなか仕事のリズムを取り戻せなかったという人も多いようです。

特に6か月以上など比較的長期の育児休業取得の場合は、キャリアが中断される不安を持つ人

もいます。

復帰後はあせらないで、徐々にペースをつかんでいくことが大切ですが、不安や悩みなどを

相談できる人が社内外にいると、気持ちの上で随分違います。相談窓口を設置している企業も

あります。いろいろ相談できる「先輩パパ」が社内外にいると心強いでしょう。
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6．スムーズな職場復帰のために

＜家庭での留意点＞



共働き夫婦にとって、育児休業が明けると、保育所の送り迎えの問題がまず発生します。

事例より夫婦の役割分担の仕方を見てみましょう。

朝の時間帯は夫が担当、夜の時間帯は妻が担当。朝は、妻の出勤時間が早いので、夫は家族

の朝食や子どもたちのお弁当を作り、保育所に送ってから出勤。夜は、妻が保育所へお迎えに

行き、夕食作りや家事をします。遅い帰宅の夫も、翌日の朝食の下ごしらえや残っている家事

を手伝います。

基本的に夫が朝の保育所送りを担当して、お迎えは妻が担当。でも週に1回は、夫がお迎え

に行く約束です。夜、妻は夕食作り、子どものお風呂、寝かし付けをします。夫は、掃除・洗

濯など日常の家事を分担します。
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ワーク・ライフ・バランス
共働き夫婦のⅣ

1．夫婦の役割分担を検討する

大まかな時間帯別の役割分担を決める パ タ ー ン 1

基本パターンを決め、週に1回だけ分担をチェンジ パ タ ー ン 2

【基本パターン】

【週に1回】



送り迎えを交替で行うパターンです。頻度はほぼ同じくらいの割合です。曜日を決めている

わけではなく、お互いの仕事の状況に応じて分担を決めます。ですから、お互いの仕事の予定

や状況の共有が何より大事になってきます。

延長保育をしても、どうしても送り迎えの時間と勤務時間との調整がつかないということも

あると思います。また、子どもの病気やけがなど、突発的な事態に遭遇することもあります。

仕事と家庭の両立のために、いざというとき、助けてくれる人を探しておきましょう。

第Ⅰ章‐4（p.17）で触れたように、祖父母や兄弟姉妹、「パパ友・ママ友」、子育て支援

機関（【情報編Ⅳ】参照）など、周りの人に頼れるような関係作りや、公的サービスをうまく

活用することもポイントです。
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2．いざという時に、助けてくれる人を探しておく

送り迎えを交替で行う パ タ ー ン 3

【夫が朝送る場合】

【妻が朝送る場合】
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覚 え 書 き7会社の勤務時間

覚 え 書 き8希望の保育所の時間

覚 え 書 き9考えられる保育所送り迎えのパターン（p.28～29を参照）



小学生から中学生にかけて、子どもは急速に世界を広げ、成長していきます。この時期は親

としても、子どもの変化に驚き、戸惑うことも多いでしょう。小学校に就学すると、共働きの

夫婦にとって新たな大変さが生まれます。保育所という「就労家庭専用の仕組み」の外に踏み

出すことになるからです。就学後は、地域の状況や、自分の子どもの性格や成長に応じて、放

課後や春休み・夏休み・冬休みという長期休暇中に、子どもが安心して過ごせる居場所を探す

必要があります。

子どもの居場所としては、一般的には、次のようなケースが想定されます。ファミリー・サ

ポート・センター等の子育て支援機関を、①～④にからめて利用することも想定されます。

①放課後児童クラブ（学童保育）

②放課後子ども教室

③祖父母宅

④留守番や塾、お稽古事など

乳幼児期に育児に積極的に関わっていた父親も、小学校に入ったとたん、PTA活動などは

妻に任せきりというケースも多いようです。これまで子育てにあまり関わってこなかったとい

う父親も、これからまだまだ活躍の場はたくさんあります。子どもの成長に応じて、是非子育

てを楽しんでください。
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3．子どもが小学生になったら

子 ど も が 就 学 し て か ら 子 育 て に 関 わ る よ う に な っ た 父 親 の 事 例

妻のフルタイム再就職をきっかけに子育てに関わる

単身赴任から帰ってきて、子どもとの時間を楽しむ

※［情報編］Ⅳ参照

（百貨店勤務 53歳／子ども20歳、17歳）

Aさんは、2人の子どもたちが乳幼児の頃は、家庭や子どものことは専業主婦の妻に任せきりでし

た。子どもたちが就学してから、妻がフルタイムで再就職することになりました。はじめは「家のこ

とはちゃんとやれよ」と言っていたAさんでしたが、再就職した妻が生き生きと仕事をする様子を見

て、自分も妻の支援をしなくてはという気持ちに変わり、早く帰って子どもたちと過ごすようにした

り、家事もやるようになりました。

今は大学生の長男とも、難しい年頃と言われる中学・高校の時期も父親には何でも相談できる関係

を築くことができました。

（建設会社勤務 40歳／子ども11歳）

単身赴任の期間が長かったBさんが家族と一緒に住めるようになった時は、すでに長男が小学校2

年生の時でした。これまでの時間を挽回し、子どもとの時間をより楽しむため、子どもが所属する野

球チームでコーチとして活動することを決めました。土日祝日は、野球チームで終日活動を共にして、

子どもの成長を実感しています。

授業参観などの学校行事にも極力参加するようにしたり、どんなに忙しくても夏休み等の連続休暇

は、家族旅行を計画するなど、家族との時間を大切にしています。
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近年、「父親の子育て」について、様々な場面で論じられるようになったのには、時代背景

があります。

それは、急速に進む少子化への歯止めという問題。このままでは、年金や医療などの社会保

障制度が立ち行かなくなってしまうという危機的な状況に追い込まれています。わが国の次世

代を担う子どもたちを、生み育てる環境を整えることが急務となっています。

女性側に偏る家庭や育児の負担を解消し、「子どもを生み育てよう」という環境整備を進め

ていくためには、「父親の働き方の見直しや子育てへの積極的な関わりが、抜本的な少子化対

策になる」という共通認識が形成されつつあります。

少子高齢化の進行は、企業の労働力確保という面にも、大きく影響を与えています。企業は

あらゆる方法で人材確保・定着、そして労働者の能力発揮を考えなければならない時代なので

す。

女性が働き続けやすい環境整備などはその代表的な例です。今後は、男女に関わらず、家族

介護という事情により働き方の見直しを迫られる社員が、ますます増加していくことが予想さ

れています。

そうした中、男女に関わらずワーク・ライフ・バランス支援は、単に福利厚生の充実という

意味合いではなく、人材確保・定着のための経営戦略の一環として位置付けられ、企業も本腰

を入れ始めています。

情 報 編

1．「父親の子育て」の社会的なニーズ

2．ワーク・ライフ・バランス支援に企業も本腰

「父親の子育て」を
めぐる環境変化Ⅰ

ワーク・ライフ・バランス憲章・行動指針について
平成19年12月、関係閣僚、経済界・労働界・地方の代表等の合意のもと、「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）憲章」と、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、目指す

べき社会の姿や、企業・労働者・国・地方公共団体が果たすべき役割などが具体的に示されました。

今後は、この憲章と行動指針に基づき、お互いが連携し、社会全体で取り組んでいくことが求められ

ています。10年後に、男性の育児休業取得率を10％、育児・家事関連時間（6歳未満児のいる家庭）

を1日2.5時間など、具体的な数値目標が設定されています。
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男女雇用機会均等法や労働基準法では、妊娠、出産、そして育児にたずさわる女性を守るた

めに、母性保護の制度が定められています。

1．法律（労働基準法、男女雇用機会均等法）に
定められた母性保護の制度

母性保護や両立支援に
関わる主な制度Ⅱ

次世代育成支援対策推進法（次世代法）について
平成17年4月、「次世代育成支援対策推進法（次世代法）」が全面施行され、従業員301人以上の企

業は、子育て支援に関する「行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務付け

られました。その「行動計画」では、仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備や、働き方の

見直しに向けた労働条件等の整備について、具体的な計画を盛り込むことが求められています。

また、行動計画を実施し、一定の要件を満たした企業を次世代法に基づく子育て支援企業として、国

が認定する制度が平成19年からスタートし、認定企業だけが次世代認定マーク（愛称：くるみん）を

名刺や自社ホームページ、会社案内、商品等に表示することができるようになりました。

認定基準の1つとして、「男性の育児休業等取得者がおり、かつ女性の育児休業等取得率が70％以上」

という基準があることにより、企業内の男性の育児休業の取得に対する関心を高めることになりました。

また、平成20年、次世代法が一部改正され、平成23年4月から「行動計画」の策

定義務企業が101人以上企業に拡大されるとともに、平成21年4月からは、300

人以下の企業における男性の育児休業等取得者の要件が一部緩和されています。こ

のことから、今後、中小企業においても次世代育成支援の取組が進むことが期待さ

れます。

労働基準法における母性保護規定男女雇用機会均等法における
母性健康管理の措置
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育児・介護休業法では次のことが定められています。

下記（1）～（4）は、法律で義務化されているので、会社に制度がなくても権利を行使する

ことができます。（5）は、いずれかの措置を講じることが義務化されているので、会社の導

入した制度を利用することができます。

また、育児休業の取得など、法律で定められた権利を行使したことを理由として、不利益な

取扱いをすることは禁止されています。（（6）を参照）

なお、平成21年6月に育児・介護休業法が改正されます。改正のポイントはP35をご参照

下さい。

2．育児・介護休業法に定められた両立支援制度

（1）育児休業制度 （4）深夜業の制限

（5）勤務時間の短縮等の措置

（6）不利益取扱いの禁止

（7）転勤についての配慮

（2）子の看護休暇制度

（3）時間外労働の制限
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育児・介護休業法が
改正されます!

少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら
働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されます！

育児・介護休業法の改正のポイント

改　正　後現　　　行

（1）①子育て中の短時間勤務制度及び
②所定外労働（残業）の免除の義務化

改　正　後現　　　行

（2）子の看護休暇制度の拡充

両立支援キャラクター
両立するべえ

育児休業の後の働き方の
選択肢が広がり、出産後も継続して

就業しやすくなりますね！
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改　正　後現　　　行

（3）父親の育児休業の取得促進

改　正　後現　　　行

②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

③労使協定による専業主婦（夫）除外規定の廃止

労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦（夫）や育児休業中である場合等の

労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦（夫）家庭の夫（妻）を

含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。

パパも育児休業をとり、子育てを楽しむ時間が増えると、
子どもにとってもママにとってもプラスです！

①パパ・ママ育休プラス（父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能
期間の延長）

取得例
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（4）介護休暇の新設

○労働者が申し出ることにより、要介護状態（※1）の対象家族（※2）が1人であれば年5

日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。（※3）

※1 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介

護を必要とする状態

※2 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、父

母及び子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

※3 雇用期間が6か月未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定で休暇を取得できないも

のとされた労働者は適用除外。

※4 この介護休暇のほか、現行の介護休業（要介護状態にある対象家族1人につき、要介護

状態ごとに1回、通算して93日まで取得可能）が取得できます。

（5）法の実効性の確保
①苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設

育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争

解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。

②勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又
は虚偽の報告をした者に対する過料の創設

法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に

対する過料の制度を設けます。

改正育児・介護休業法の施行日
○改正法の施行日は、「改正法の公布日（平成21年7月1日）から1年以内の政令で定

める日」です。

○ただし、（5）のうち、調停については、「平成22年4月1日」、その他については

「平成21年9月30日」です。
注）常時100人以下の労働者を雇用する企業については、P35の（1）①の短時間勤務制度の義務

化、（1）②の所定外労働（残業）の免除の制度化及びP37の（4）の介護休暇の制度化につい

ては、「公布日から3年以内の政令で定める日」です。
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妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取
得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁
止されています！

○労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと

又は取得したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女

雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。
※詳細は下記の厚生労働省ホームページをごらんください。

「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由と

する解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html

皆様ご存じですか？育児休業の申出の方法は法令で定められています！

○育児休業の申出の際には、次の事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出し

て行う必要がありますのでご留意ください。

（必ず明らかにする事項）

①申出の年月日　②労働者の氏名　③申出に係る子の氏名、生年月日及

び労働者との続柄　④休業開始予定日及び休業終了予定日

※その他特定の場合に明らかにしなければならない事項もあります。
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3．育児で活用できるその他の休暇制度

4．勤務時間を柔軟にする主な制度

5．企業におけるその他の取り組み

年次有給休暇 連続休暇制度

その他の休暇制度
（配偶者出産休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇など）

時差出勤制度（勤務時間の繰上げ・繰下げ）フレックスタイム制

在宅勤務制度ノー残業デー
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妊娠・出産・子育てにかかる
費用と主な経済的支援Ⅲ

1．妊娠・出産・子育てにかかる費用（参考データ）
妊娠・出産・子育てにかかる費用（6歳まで） （単位：千円）

資料出所：（財）こども未来財団「子育てコストに関する調査研究」（平成14年度）より作成

妊娠・出産・子育てにかかる費用の内訳（0～6歳まで） （単位：円）
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助産施設

その他、企業による経済的支援

妊婦健診

出産育児一時金

2．出産に関する経済的支援

その他、企業による経済的支援

乳幼児等医療費の助成 児童手当

3．子育てに関する経済的支援
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企業が行う育児休業の取得促進や両立支援に関して、次のような助成金があります。両立支

援に必ずしも積極的でないという企業にいる場合でも、助成金を活用して両立支援措置を講じ

るよう、経営者や人事担当者に働きかけるという方法もあります。

社会保険（健康保険・厚生年金保険）
の保険料免除

その他、企業による経済的支援

育児休業給付金

中小企業子育て支援助成金 両立支援レベルアップ助成金

4．育児休業中の経済的支援

5．事業主に対する助成金
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幼稚園 認定こども園

家庭的保育

認可保育所（公立・私立）

認可外保育所

主な保育施設、
子育て支援サービスⅣ

1．毎日の保育
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ファミリー・サポート・センター

地域子育て支援拠点
（子育てひろば、子育て支援センターなど）

病児・病後児保育

ベビーシッター

放課後児童クラブ（学童保育） 放課後子ども教室

2．主な子育て支援サービス

3．就学後の保育
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厚生労働省「主な制度紹介」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/

労働局雇用均等室（所在案内）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/

育児・介護休業制度の定着や、男女の均等な機会及び待遇確保等のための業務を行っています。

労働基準監督署（所在案内）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

労働基準法等に基づき、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付など

の業務を行っています。

厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html

（財）21世紀職業財団

http://www.jiwe.or.jp/

内閣府 仕事と生活の調和推進室（カエル！ジャパン）

http://www8.cao.go.jp/wlb/

厚生労働省「子ども・子育て支援」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/index.html

子育て支援、保育関係、母子保健関係等、分野別に国の取組が一覧できます。

保健所、保健センター（所在案内）

http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html

両親学級・母親学級・父親学級、乳幼児健診、予防接種などの窓口です。妊娠・出産・育児

に関する各種相談ができます。

参考になる情報源、
相談窓口Ⅴ

1．制度や仕組みの理解のために

2．仕事と家庭の両立について知るために

3．妊娠・出産・子育て支援情報、
子育て支援サービスについて
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厚生労働省「小児救急医療電話相談＃8000」

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html

全国共通の短縮番号＃8000で、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科

医師・看護師から子どもの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを

受けられます。

「女性にやさしい職場づくりナビ」（財）女性労働協会

http://www.bosei-navi.go.jp/

企業や働く女性に対して、母性健康管理に関する情報提供を行っています。

「両立支援のひろば」（財）21世紀職業財団

http://www.ryouritsushien.jp/

企業の仕事と家庭の両立支援に関する取組を紹介するサイトです。

「フレーフレーネット」（財）21世紀職業財団

http://www.2020net.jp/

保育所・放課後児童クラブ等の育児サービスや、介護・家事等に関するサービスについての

地域の具体的な情報を提供しています。

「再就職サポートサイト」（財）21世紀職業財団

http://www.saisyuusyokusupport.jp

再就職準備のための情報と再就職に役立つeラーニングを提供しています。

「ファミリー・フレンドリー・サイト」（財）21世紀職業財団

http://www.familyfriendly.jp/

「ファミリー・サポート・センター」（財）女性労働協会

http://www.jaaww.or.jp/service/family_support/index.html

地域の子育てをサポートしあう会員制の組織です。子どもの預かりや保育所の送迎など、日

常のサポートをしてくれる方をお住まいの地域で探すことができます。

「パパの育児休業体験記」内閣府 仕事と生活の調和推進室 カエル！ジャパンホームページ内

http://www8.cao.go.jp/wlb/change_jpn/taikenki/h20/index.html

「産科医療補償制度」（財）日本医療機能評価機構

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

この制度に加入している分娩機関で出産し、万一、赤ちゃんが分娩に関連して重度脳性まひ

となった場合に、看護・介護のための補償金が支払われます。制度に加入している分娩機関

の一覧が掲載されています。

NPO法人子育てひろば全国連絡協議会

http://kosodatehiroba.com/

全国で子育て支援に関わる団体等とネットワークを組み、子育てをめぐる情報の共有や相互

交流を行っています。各地の子育てひろばが登録されています。
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「i-子育てネット」（財）こども未来財団

http://www.i-kosodate.net/index.html

全国の保育・子育て支援情報、子育てノウハウ情報や、児童福祉の制度について情報提供し

ています。

「赤ちゃん＆子育てインフォ」（財）母子衛生研究会

http://www.mcfh.or.jp/

NPO法人ファザーリング・ジャパン

http://www.fathering.jp/

「子育てパパ力検定」をはじめ、各種の父親支援事業を行っています。父親向けのセミナー

等も多数開催しています。

「とうきょう子育てスイッチ」子育て応援とうきょう会議

http://tokyo.kosodateswitch.jp/

行政サービスの検索やイベント情報の提供など、東京都内の子育てに役立つ最新情報を提供

します。

にっぽん子育て応援団

http://www.nippon-kosodate.jp/

父親のWLB（ワーク・ライフ・バランス）応援サイト

http://www.papa-wlb.jp/

これから父親になる、または子育て期にある男性労働者に対して、仕事と

家庭の両立に関する情報を提供しています。
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父親のWLB（ワーク・ライフ・バランス）応援サイト　http://www.papa-wlb.jp/

父親のワーク・ライフ・バランス ～応援します！ 仕事と子育て両立パパ～

お わ り に か え て

夫のワーク・ライフ・バランスは、妻のワーク・ライフ・バランスでもあります。

子育て期は、夫婦でよく話し合って、チームプレーで臨むことが何より大切です。

このハンドブックは、男性（夫）のワーク・ライフ・バランスについて

考えてもらうことを目的に作りましたが、夫婦で一緒に読んで、

妻としての希望や事情と一緒に考えるきっかけにしてもらえれば幸いです。

是非一読して、ワーク・ライフ・バランスについて、

夫婦で話し合ってみてください。

これから母親になる、または
子育て期のママへ
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